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1.令和6年4月から、労働条件明示のルールが改正されます。

●労働条件の明示とは？

・労働基準法第15条に、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められてい
ます。
・具体的な内容については、労働基準法の基礎知識(厚生労働省)
「ポイント1労働条件明示」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf
・労働条件の明示は、原則書面で交付します。

●新たに4つの明示事項の追加が必要です。
2024年4月1日から、企業が従業員に対して行うべき労働条件明示の
ルールが変更し、4つの項目が新たに追加されます。

詳しくは、以下の厚生労働省のHPをご確認ください。
【参考】
令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

モデル労働条件通知書
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
(赤字で記載された内容が、2024年4月からの追加内容になります。)

① 就業場所・業務の変更の範囲
② 更新上限の有無と内容
③ 無期転換申込機会
④ 無期転換後の労働条件

【追加しなければならない内容】
➀就業場所・業務の変更の範囲
・雇い入れ直後の就業場所・業務内容だけではなく、将来変更が想定される
全ての就業場所・業務内容(変更の範囲)の明示が必要になります。
・変更の範囲の想定が難しい場合は、就業場所・業務の範囲をなるべく広く記
載します。例えば、法人の指示する場所、法人の指示する業務といった表記で
も問題ありません。

②更新上限の有無と内容
・有期雇用労働契約の更新上限の有無と内容の明示が必要になります。
・併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、
その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要です。

③無期転換申込機会
・無期転換ルールに基づく「無期転換申込権」が発生する契約の更新のタイミ
ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨（無期転換申込機会）の明
示が必要になります。

④無期転換後の労働条件
・無期転換ルールに基づく「無期転換申込権」が発生する契約の更新のタイミ
ングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

2.障害者の法定雇用率が引き上げられます。
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
【参考】 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

2024年3月まで 2024年4月 2026年7月

法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%

対象企業 従業員数
43.5人以上

従業員数
40.0人以上

従業員数
37.5人以上

無期転換ルールとは？
有期労働契約が通年5年を超える場合は、労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約
（無期労働契約）に転換することができる制度。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf


会員さんご紹介：NPO法人こうのさと3.令和6年4月から合理的配慮の提供が義務化されます！

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理

的配慮の提供が義務化されました。改正法は令和6年4月1日から施行になりま

す。雇用分野の合理的配慮は、平成29年4月に義務化されています。

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒
否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のな
い人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

×「障害のある方はお断りです」 ×「来店するときは家族と一緒に来てください」

【合理的配慮とは】
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要とし
ているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求めら
れます。
例）意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う

段差がある場合に、スロープなどを使って補助する

★合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的
 な対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。
 当事者の意見を聞き、ニーズに合った配慮を提供することがポイントです。

【対話の際に避けるべき考え方】
合理的配慮を実現するためには話し合いが欠かせません。
「前例がありません」「特別扱いできません」「もし何かあったら…」
これらのワードは対話をストップさせてしまうため、避けるべき考え方です。

【障害のある人へ適切に対応するためのチェックリスト】
✓ 法令の内容と障害の特性等について理解しましょう

  ✓ 障害のある人にとってのバリアとなる団体のルールやマニュアル、設備等がな

いか確認しましょう

  ✓ 対話による相互理解と、共に解決策を検討することの大切さを理解しましょう

✓ 団体内で相談対応ができるよう備えましょう

倉敷市を拠点として「祝福されるまちづくり」を目標に
子育て支援を行っているNPO法人こうのさと代表の
片岡徹也さんにお話を伺いました。

「NPO法人設立に至ったきっかけを教えてください。」
NPO法人設立以前も、マルシェや畑の活動を行っていましたが、活動の中
心にいる自分たちだけでなく、地域のみんなで、生まれてくる子どもたちが祝福
される地域をつくっていきたいという想いがありました。そこで、地域のみなさん
や行政との協働による地域づくりを行っていくために、2021年NPO法人こうの
さとを設立しました。農業、子育て支援、地域づくり、教育などさまざまな分野
をまたいで活動を行っているところに、こうのさとのオリジナリティがあると思ってい
ます。

「現在行っている事業について教えてください。」
・ 野菜の宅配
コロナ禍で、人が集う機会が減り、地域のコミュニティのつながりの希薄化に
危機感を覚えました。特に妊婦さんや小さな子どもを子育てしているお母さん
の孤立が心配になりました。子育てを地域のみんなでサポートしたい、地域の
お母さん達と顔を見合わせて相談できる関係性を築きたいという想いで、妊
婦さんへの野菜の宅配を始めました。
・竹林のスコレー
竹林のスコレーというオルタナティブスクールを2023年4月に倉敷市玉島に
開設しました。野菜の栽培や鶏の飼育などの活動を通じて、子供たちの主体
性を育む教育を行っています。自分たちが育てたお米を給食として食べる日も
あります。スコレーの中心スタッフは元小学校教諭ですが、スコレーをきっかけに、
多様な大人が子どもたちと関わってくれています。
寛容なコミュニティのなかで、
子どもたちがさまざまな失敗を繰り返しながら、
スコレーでの活動や日々の生活に楽しみを
見出してほしいと思っています。

「今後の目標について教えてください。」
倉敷市の妊婦さん全員に、毎月野菜を届けようと思うと、年間2億円の費
用が必要になります。そのくらいの規模の会費を集めれるくらい今後賛同者が
増えていただければと思います。また、3月18日から、スコレーパークの建設に
向けた新しいクラウドファンディングを行います。現在のスコレーの土地周辺を
開墾し、動物を飼育できる場所をつくっていくことで、子どもたちがよりたくさんの
経験をすることができればと思っています。

【参考】

内閣府リーフレット

○https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf

○https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf

https://konosato.org/
https://readyfor.jp/projects/scole-park
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
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